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①健康増進法（2003年）の効果
　今でこそ当たり前になった公共施設や官公庁の
禁煙に大きな役割を果たした2003年５月１日に
施行の健康増進法第25条（2002年８月３日公布）
は以下の通りです。

　学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示
場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の
多数の者が利用する施設を管理する者は、これら
を利用する者について、受動喫煙を防止するため
に必要な措置を講ずるように努めなければならな
い

　施行の当日、都内の私鉄の構内から一斉に灰皿
が撤去される様子が全国ニュースで放映されまし
た。また、全国の銀行や郵便局の窓口も一斉に禁煙
化されました。図１は宮崎銀行の禁煙化を知らせ
るポスターですが、『健康増進法の施行にともない
…』と書かれています。

　今となっては信じがたいことですが、福岡市営
地下鉄福岡空港駅の地下の改札フロアにも灰皿が
置かれていました（図２）。この灰皿は健康増進法
の施行から２カ月遅れの2003年７月に撤去され
ました。男性は「５月１日に施行された健康増進法
により撤去します」という予告を見つめながら喫
煙しています。

　ホテルのロビーも同様です。図３は全国チェー
ンのホテルの掲示ですが、やはり「健康増進法第25
条に基づきフロントロビーは禁煙」とすることが
周知されています。

　2000年代の前半、受動喫煙が健康に悪いことの
認識は高まっていましたが、「苦情が来る恐れ」の
ために公共施設や公共的な空間の禁煙化でさえな
かなか踏み出せない状態でした。苦情回避の理由
付けとして「健康増進法に基づき（仕方ないので
す）」と書いたのでしょう。
　健康増進法の問題点は、受動喫煙を防止するこ
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とができない喫煙室も「必要な措置」として広まっ
てしまったこと、また、罰則規定がなかったため飲
食店ではほとんど守られなかったことでした。

②飲食店の禁煙化促進に期待
　2013年９月、東京オリンピック・パラリンピッ
クが決定したことで飲食店を含めた全面禁煙化が
必要になったことは本シリーズで紹介してきた通
りです。バックナンバーは私のホームページに公
開してあります（http://www.tobacco-control.jp/
KitaQ_Med_News.htm）。
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　紆余曲折の末に2018年７月18日に成立したの
が改正健康増進法です（図４）。

　先月号で紹介した東京都条例との比較を以下に
示します。

　すでに敷地内禁煙が常識となっている学校や病
院の屋外に喫煙場所を設けることができるとした
こと、既存の小規模飲食店は当面「喫煙可」とした
ことなど今後の改善が必要な点はありますが、罰
則があることが大きな前進です。また、例外扱いと
された小規模飲食店ですが、「喫煙可」を選択する
場合、その旨を入口に掲示せねばなりません。吸わ
ない人が８割を超えていますから、「喫煙可」と入
口に掲示があれば、受動喫煙の曝露を受けること
を意味しますので吸わない人は敬遠するでしょ
う。また、喫煙可の店内では未成年者のアルバイト
を雇うことが出来なくなります。人手不足倒産を
避けるためには店内を禁煙とするしかありませ

ん。
　2003年の健康増進法で公共施設と公共的な空
間の禁煙化が進んだように、「改正健康増進法に基
づき店内を禁煙としております」という飲食店が
増えることが期待されます。「喫煙店は閑古鳥、禁
煙店は大繁盛」となるように禁煙のお店を利用し
ましょう。

図４．成立を受け、一礼する加藤厚生労働大臣


